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現況                                     
 今日の私たちの生活や経済活動においては、様々な物質が使用、排出されています。例えば、くらしを支える

種々の製品の製造過程では数万種を超える化学物質が使用されています。また、私たち自身も日々の生活の中で、

生活排水や廃棄物といったかたちで汚濁物質を排出しています。 

 こうした様々な物質（環境汚染物質）が大気や水といった環境中の経路を通じ、人の健康や生態系に影響をお

よぼす可能性（おそれ）を「環境リスク」といいます。 

 本県の環境リスクにかかる課題を、時代を追って振り返ると、工場・事業場から排出される重金属等の有害物

質による人体や生態系への影響の懸念、有機物の過剰な排出による水質汚濁、富栄養化にともなう赤潮やアオコ

の発生による水道水の異臭味や利水障害の発生、有機塩素系化合物などの微量化学物質の長期摂取による健康被

害の懸念などがあります。 

 これらの問題に対して、県では、滋賀県公害防止条例等の施行により工場・事業場の規制を行い、環境汚染物

質の拡散防止や排出抑制を進めるとともに、工場・事業場に対して、原材料を転換するなど生産工程の工夫によ

る環境負荷の低減や、環境汚染事故の未然防止等の自主的な取組みを促してきました。その結果、環境汚染物質

の排出量は減少し、琵琶湖・河川の水質および大気環境など、本県をとりまく環境は改善されてきました（図 4-

1、図4-2、図4-3）。 

 現在では、県内の環境リスクは、概ね私たちの生活に支障がない状態で管理がされていると考えられます。 

 しかしながら一方で、海洋等に流れ出たマイクロプラスチックに吸着した化学物質が生物内で濃縮されること

による生態系への影響が話題になるなど、新たな側面から微量化学物質による影響等が注目されており、引き続

き必要な調査や対策を実施するとともに、リスクコミ

ュニケーションを図るために情報を適切に提供するこ

とが必要です。 

 また近年、有機フッ素化合物（PFOS,PFOA等）による

河川や地下水等での検出状況について、全国的に関心

が高まっています。現在、滋賀県内では県および市に

よる調査において指針値を超過した場所は確認されて

いませんが、引き続き注視していきます。 

 このように、環境リスクに関わる様々な事象が表出

する中で、県民の環境リスクに対する関心や安全・安

心な生活環境に対するニーズは高く、引き続き取組を

進めて行く必要があります。 

 

  

 

 第４章 環境リスク 

図4-2 大気中の二酸化窒素濃度の経年変化 図4-3 化学物質管理促進法に基づき報告された 

化学物質の排出量 

図4-1 河川の全りん濃度の経年変化 

＜SDGs＞ ＜MLGs＞ 
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水・土壌環境保全対策の推進  ＜環境政策課＞  

● 工場・事業場排水対策の推進 

 工場や事業場の排水には、水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例および富栄養化防止条例に基づく排水濃度の

規制と、湖沼法に基づくCOD、窒素およびりんの負荷量の規制が適用されています。 

 本県と大津市では、工場や事業場への立入調査および排水検査による監視を行っています。令和６年度は、延

べ423事業場に立入調査を行い、延べ280事業場に排水検査を行いました。排水検査の結果、不適合であった 31

事業場に対し行政措置（指導）を行いました。不適合事業場の内訳は、集合住宅など浄化槽のみを設置する事業

場が15事業場で全体の48％を占めています。 

 また、平成29年（2017年）台風 21号の豪雨により河川が氾濫し、工場で使用されていた多量の油が流出し、

琵琶湖まで流れるという事案が発生したことを受けて、改めて災害に伴うリスクについて注意喚起を行い、計画

的な対応を促しています。 

 

 

 

 

● 土壌・地下水汚染対策の推進 

 水質汚濁防止法に基づいて平成元年度から行ってい

る地下水調査の結果、これまで県内では、右の図に示す

地域で有機塩素系化合物や砒素
ひ そ

などの地下水汚染が見

つかっています。令和６年度は、22地域（人為的な汚染

と考えられるもの：16地域、自然由来の汚染と考えられ

るもの：６地域）で地下水の継続監視調査を実施しまし

た。なお、自然由来の汚染と考えられる地域について、

従来は毎年調査していましたが、令和２年度からは５年

に１回調査しています。 

 汚染された地下水の浄化は長い時間がかかり、また、

改善には多額の費用を要することから、汚染を引き起こ

さない未然防止の取組が極めて重要です。このため、平

成 19年（2007年）および平成 24年（2012年）に滋賀

県公害防止条例を改正し、工場などによる地下水汚染対

策の推進を行いました。 

 土壌汚染対策については、土壌汚染対策法に基づき汚

染があった土地について必要な措置や管理を行うため、

区域の指定等を行っています。令和６年度末で要措置区

域10件、形質変更時要届出区域 49件を指定しています。 

◆ 工場排水検査における行政指導数の経年変化 ◆ 日平均排水量別排水量内訳 

◆ 日平均排水量別事業場数内訳 ◆ 業種別事業場数内訳 

◆ 工場排水規制遵守率（令和６年度） 88.9％ 
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大気環境保全対策の推進                     ＜環境政策課＞  

 大気環境については、汚染物質の移流・反応などによる光化学スモッグなどの広域的な問題、自動車や工場・

事業場から排出される窒素酸化物などによる地域の生活環境に係る問題、様々な有害化学物質による健康影響の

おそれなど多様な問題があります。 

 

● 大気汚染状況の把握 

 二酸化いおうなどによる大気の汚染の状況を把握するため、県内 16箇所（県設置９局、大津市設置７局）で 24

時間連続監視を行っています。 

 測定局のデータは、「滋賀県大気常時監視情報」に関するウェブサイトまたは環境省が運営するシステム（愛称

「そらまめくん」）によりインターネットからリアルタイムに見ることができます。 

 また、有害大気汚染物質のうち、優先的に対策に取り組む必要のあるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン、ジクロロメタンなどについて、御殿浜、草津、東近江、長浜、高島（以上、一般環境）、自排草

津（沿道）、彦根、湖南（以上、固定発生源周辺）の８箇所で毎月１回測定を行っています（御殿浜：大津市調査

地点、他７箇所：滋賀県調査地点）。 

 なお、測定局が整備されていない地域の大気環境の把握や、発生源周辺の局所的な大気汚染状況の監視のため、

自動測定機器を搭載した環境測定車「あおぞら２号」による移動監視を実施しています。 

 

 

 

  

 

 

 

◆ 大気汚染に係る環境基準 ◆ 大気自動測定局位置図 

環境測定車あおぞら２号 大気自動測定局の内部 

◆ 大気汚染常時監視結果に関するウェブサイト 

 

滋賀県大気常時監視情報 

URL：https://shiga-taiki.jp/ 

 

環境省大気汚染物質広域監視システム 

（そらまめくん） 

URL：https://soramame.env.go.jp/ 

https://shiga-taiki.jp/
https://soramame.env.go.jp/
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● 大気環境調査の実施 

大気環境基準は二酸化いおうなど 11項目が定められており、令和６年度調査の結果、光化学オキシダントが

全局で非達成、浮遊粒子状物質(SPM)が黄砂等の影響により短期基準で13局中６局が非達成、それら以外の項目

は環境基準を達成しています。窒素酸化物（二酸化窒素）は自動車排出ガス測定局（自排草津）で濃度が他地点

より高くなっていますが、近年は減少傾向にあります。また、浮遊粒子状物質の空気中の濃度については近年、

おおむね減少傾向にあります。 

 

 

 

 ベンゼンは、自動車排出ガスの影響が大きいため沿道地点（自排草津）で濃度が高くなっていますが、平成 13

年度以降環境基準を達成し近年低い濃度で推移しています。 

 光化学オキシダントの濃度が発令基準を超える状態が継続するとみられるときには、気象条件を考慮して、光

化学スモッグ注意報などを発令しています。令和６年度は、発令はありませんでした。 

 微小粒子状物質（PM2.5）は日平均値が注意喚起のための暫定的な指針となる値（日平均値 70μg/m3）を超える

と予想されるときには、気象条件を考慮して、注意喚起を行っています。令和６年度は、全局で環境基準を達成

し、注意喚起のための暫定的な指針となる値を超えた局はありませんでした。     

 
◆ PM2.5の調査結果（令和６年度） 

 

 

 

 

◆ ベンゼンの経年変化 

   

   

   

   

              

         

             

     

       

    

    

    

◆ 光化学スモッグ注意報発令状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

      

      

    

        

    

◆ 大気関係環境基準達成状況（令和６年度） 
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◆ 浮遊粒子状物質（SPM）の経年変化 

    

    

    

    

    

    

    

              

      

         

       

    

    

          

    

◆ 二酸化窒素（NO2）の経年変化 

    

    

    

    

    

    

    

    

              

      

       

      

     

    

    

         

    

全 点 全 点 

二酸化窒素 9 4

浮遊粒子状物質 9 4

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 11 2

二酸化いおう 4 1

一酸化炭素 - 4

微小粒子状物質（PM   ） 9 3

    
達  点 

3

    
達  点 

4

2

0

1

4

9

5

0

4

-
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一般  大気測定 点  動車 出ガス測定 点

全 点 
    
達  点 

全 点 
    
達  点
 

全 点 
    
達  点
 

ベンゼン 6 6 1 1 1 1

トリクロロエチレン 6 6 1 1 1 1

テトラクロロエチレン 6 6 1 1 1 1

ジクロロメタン 5 5 2 2 1 1

ダイオキシン類 P     に記載

一般  固定 生源周辺 沿道
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● 工場・事業場からの排出ガス対策 

 大気汚染防止法で定める規制対象施設（33施設）、規制項目に加えて、滋賀県公害防止条例では、施設（６施設）

や規制項目（アンチモン、フェノール）の追加を行うとともに、有害物質については煙突などの排出口だけでな

く敷地境界での基準を設けて規制を行っています。 

 
◆ 大気汚染防止法等で定める規制物質等 

規 制 物 質 物質の例示 

ばい煙 

いおう酸化物 SO2、SO3 

ばいじん すすなど 

有害物質 NO、NO2、Cd、Pb、HCl等 

粉じん 
一般粉じん セメント粉、石炭粉、土石粉等 

特定粉じん 石綿（アスベスト） 

自動車排出ガス CO、HC、Pb、NOxなど 

指定物質※ 
ベンゼン、トリクロロエチレン、 

テトラクロロエチレン 
※規制物質とは異なり、その排出または飛散を早急に抑制しなければならないものとして政令・告示で定めています。 

 

● 石綿（アスベスト）飛散防止対策 

 石綿は、安価で耐薬品性・耐熱性など優れた長所を持つ物質であり、建材を中心に大量に使用されてきました

が、中皮腫や肺ガンなど、重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることが分かっています。平成 17年（2005年）

６月に兵庫県内の石綿製品製造工場の周辺で、石綿による住民の健康被害が明らかになったことに伴い、大気汚

染防止法などによる規制が強化されました。 

 また、平成26年（2014年）６月の大気汚染防止法改正では、石綿を含む建材の解体工事（特定粉じん排出等作

業）の届出者が元請業者から発注者に変更、解体等工事における吹付石綿等の有無の事前調査・結果等の掲示な

ど、飛散防止対策が強化されました。このように、様々な対策が実施されてきたところですが、今後、石綿が使

用されている建築物の解体工事が増加すること等から、令和２年（2020年）６月に改正大気汚染防止法が公布さ

れ、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、

都道府県等への事前調査結果報告の義務付け

および作業基準遵守の徹底のための直接罰の

創設等、令和３年（2021年）４月１日以降段

階的に規制強化されています。本県では、関係

部局や国の機関と連携し、情報の共有を図る

とともに、環境面からは、①解体等工事現場へ

の立入・指導、②一般環境大気中の石綿濃度の

測定を実施するなど大気中への石綿飛散防止

に努めています。 

 

 

● オゾン層保護対策 

 オゾン層の破壊および地球温暖化の防止を図るためのフロン対策として、本県では、特定家庭用機器再商品化

法（家電リサイクル法）、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）、使用済

自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）により、冷媒用フロンを大気中に放出しないよう指導

しています。また、フロンを使用した業務用冷凍空調機器については、定期点検の実施等、機器の管理方法につ

いて、機器の管理者へ周知を行っています。 

 本県におけるフロン排出抑制法に基づく、業務用冷凍空調機器関係を取り扱う第一種フロン類充塡回収業者の

登録は令和６年度末現在で1,311業者となっており、これらの登録業者によりフロン回収等が行われています。 

◆ 大気環境中のアスベスト濃度の調査結果（令和６年度） 

調査時期 
調査 調査 

調査結果 
地域数 地点数 

夏期 ６地域 12地点 ND ～ 0.96本/L 

冬期 ６地域 12地点 ND ～ 0.85本/L 

（参考）WHO環境保健クライテリア：「都市における大気中の石綿濃度は、一般に１本以下～10本

/Lであり、それを上回る場合もある。」「一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮

腫および肺がんのリスクは、検出できないほど低い。すなわち、実質的には、石綿のリスクはない。」 

◆ ばい煙発生施設構成比（令和６年度末現在） 
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● 酸性雨 

 酸性雨とは、工場や自動車から大気中に放出された二酸化い

おうや窒素酸化物などが酸化されて硫酸や硝酸となり、これら

が雨や雪などに溶け込む現象です。酸性雨による河川や湖沼、

土壌の酸性化や森林、農作物への影響の他、建造物や文化財へ

の影響も懸念されています。 

 本県では雨水に溶け込んでいる物質の状況を知るため、平成

３年度から pH やイオン成分の調査分析を行っています。令和

６年度の年平均 pH は、今津で 5.17、大津柳が崎で 5.28 でし

た。 

 引き続き、酸性化した状態ではありますが、近年はpHの上昇

傾向が見られます。 

 

 

化学物質対策の推進  ＜環境政策課＞  

● 化学物質による環境リスク対策の推進 

 私たちの身の回りには、化学物質から作られた様々な製品があり、日常生活にはなくてはならないものになって

います。反面、その生産の過程などで多種多様な化学物質が環境中に排出されており、私たちの健康や生態系など

への悪影響が心配されています。 

 こうしたことを背景として、化学物質の適正な管理のため、平成 11年（1999年）７月に特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化学物質管理促進法）が制定され、法律の対象となる事業

場からの報告に基づき環境中に排出された化学物質の種類や量などが公表されています。 

 また、化学物質の多くは、その有害性の程度や環境中での挙動などについて未解明な部分も多いことから、従来

のように基準を定めて使用や排出を規制するような対策だけではなく、健康被害や生態系への悪影響が発生するお

それ（リスク）を小さくするために化学物質の適正な管理の促進やより安全な代替物質に転換するなどの「環境リ

スク管理」の導入を進める必要があります。 

 さらに、環境中の化学物質に関する情報などがわかりやすく発信され、県民、NPO、事業者、行政などが共有し、

それぞれが環境リスクの低減に向けた具体的な取組を進める「環境リスクコミュニケーション」の実施も求められ

ています。 

 

 

  

◆ pHの地点別年間平均値の推移 

   

   

   

   

   

   

   

   

              

  

大    

  

    
    

（参考）全国調査（令和５年度）平均値pH5.03 

【出典：令和５年度酸性雨調査結果（環境省）】 

◆ 化学物質別届出排出量(令和５年度) 

大気への排出 公共用水域への排出 

【出典：令和５年度PRTRデータの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～ （経済産業省・環境省）】 
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● ダイオキシン類対策 

 本県では、平成12年（2000年）に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質・底質、地

下水および土壌のダイオキシン類による汚染状況の常時監視調査を実施しています。 

 令和６年度の調査結果は次のとおりであり、環境基準と比較して十分低い状況にあります。 

 今後も調査を継続し、実態把握に努めるとともに、ダイオキシン類対策特別措置法の適正な運用を図り、ダイ

オキシン類の発生抑制に努めます。 

 
 

騒音・振動・悪臭対策の推進  ＜環境政策課＞  

● 騒音・振動対策 
 騒音・振動は、不快感や安眠妨害をもたらすなど、各種公害のなかでも日常生活に関係の深いものです。 

 騒音の発生源は多種多様であり、工場・事業場、飲食店、建設作業、交通機関、生活騒音などがあり、令和５年

度には166件の苦情が県や市町に寄せられました。 

 振動の苦情は、令和５年度は 31件寄せられており、工事・建設作業等によるものがその多くを占めていました。 

 
◆ 騒音に関する環境基準 

環境基準 

類型 

環 境 基 準 の 値 

（昼間（6:00～22:00）／夜間（22:00～6:00）） 

一般の地域 

道路に面する地域 

（交通騒音が支配的

音源の地域） 

幹線道路近接区間 

・２車線以下：15ｍ 

・２車線超 ：20ｍ 

A類型 55／45 

（１車線道路に面す

る地域を含む） 

60／55 

（２車線以上） 
70／65 

（屋内基準値 

45／40） 

B類型 
65／60 

（２車線以上） 

C類型 60／50 
65／60 

（１車線以上） 
注）Ａ類計の地域は専ら住居の用に供される地域 

Ｂ類型の地域は主として住居の用に供される地域 

Ｃ類型の地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

環境基準類型は県内に適用される類型のみを記載 

幹線道路：高速道路、自動車専用道路、国道、県道、４車線以上の市町村道 

  

◆ ダイオキシン類調査結果（令和６年度） 

注１）県内全域についてのデータ（括弧内は大津市調査分） 

注２）大気は、各地点ごとに年２回実施した調査結果。 

注３）単位は、大気がpg-TEQ/m2、水質、地下水がpg-TEQ/L、底質、土壌がpg-TEQ/g。 

【出典：令和５年度ダイオキシン類に係る環境調査結果（環境省）】 

◆ ダイオキシン類の大気中濃度（全地点平均）の推移 

注１）毒性等価係数：平成19年度以前はWHO-TEF(1998)を、 

平成20年度以降はWHO-TEF（2006）を使用。 

注２）平成19年度までは年４回、平成20年度以降は年２回の測定。 

◆ 騒音苦情件数の構成比（令和５年度） 

   

     

   

     

     

     

      

    

 の の  

     

  お   の

 

     

  
      

◆ 悪臭苦情件数の構成比（令和５年度） 

   

     
  

          

       

    

       

    

     

    

 の の  

    

  お   の

 

     

  
      

  の大きさの例 
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■ 発生源対策 

 騒音規制法および振動規制法に基づき、生活環境を保全するため騒音および振動を防止すべき地域が市町によ

り指定され、騒音・振動発生施設を設置する工場や著しい騒音・振動を発生する建設作業に規制基準が定められ

ています。 

 

● 悪臭対策 

 悪臭が人に与える影響は、主に不快感などの感覚的影響が中心で、悪臭の感じ方には個人差があり、健康状態

にも左右されます。 

 悪臭防止法では、生活環境を保全するため悪臭を防止すべき地域が市町により指定され、工場・事業場などに

規制基準が定められており、悪臭物質（22物質）の濃度による規制と、人の嗅覚を用いて臭いを相対的に測定す

る方法を用いた臭気指数による規制のいずれかが地域の実態に応じて導入されています。 
【出典：令和５年度「公害苦情調査」 （総務省）】 

 

工場・事業場における環境汚染防止対策等の推進  ＜環境政策課＞  

 本県では、工場事業場への立入調査を実施し、水質汚濁防止法等の公害関係法令

の遵守、人為的な原因や自然災害に起因する油類の漏えいなどの環境汚染事故の未

然防止のための取組みについて啓発等を行っています。また、事故発生時には拡散

防止等の初動が重要なため、連絡体制の整備や定期的な訓練の実施等についてもア

ドバイスを行っています。 

 令和６年度は、県内の143事業場に立入調査を実施し、法令遵守に関するものや

自主管理の促進に関するものとして、559件の指導・助言を行いました。 

 

 

 

 

環境自治が根付いた社会へ  ＜環境政策課＞  

● 公害苦情および公害審査会 
 令和５年度に、県および市町が新規に受け付けた公害苦情件数は 794 件で、過去５年間では横ばいです。この

うち、典型７公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）に関する苦情は 597 件でし

た。典型７公害のうち騒音（166件）が一番多く、次

いで水質汚濁（161件）、悪臭（148件）、の順になっ

ています。 

 また、苦情処理によって解決できない公害に関する

紛争を、迅速、適正に解決するために、公害紛争処理

法に基づいて紛争処理制度が設けられています。本県

では、学識経験者など 10 名で構成される滋賀県公害

審査会を設置し、あっせん、調停、仲裁の手続きを行

っています。昭和 45年（1970年）の設置以来これま

でに 43 件（令和６年度末時点）の調停手続きを行っ

ています。 

 

● 環境自治委員会 
 健全で質の高い環境の確保を図るため、県が行う事務や事業について、環境保全上適切に実施されていないと

考えられる場合、「滋賀の環境自治を推進する委員会（環境自治委員会）」に審査の申立てを行うことができます。 

 環境自治委員会は申立て内容について調査審議し、是正が必要な場合には県に対して勧告を行います。令和６

年度末までに９件の申立てがあり、３件について勧告を行いました。 

 
 

■ 環境自治 

 本県では、地域の環境と深い関わりを持つ住民が中心となって、事業者や行政との協働により、地域に根ざ

した環境の保全・創造の取組を進めていくことを「環境自治」として、環境政策の基本概念に位置づけていま

す。 

環境団体と行政に る 
水質事故被害拡大防止訓練 

◆ 公害苦情件数の推移 

（年度） 


